
掲示番号　関東・甲信越9

見積書提出留意事項（総価）

　見積書を提出する際には、下記の項目について遵守して頂きますようお願いいたします。

○様式

　様式の指定はありませんが、御社で通常使用されている見積書にて提出して下さい。

　なお、法人名又は商号、所在地、代表者氏名、押印及び見積額は必須記載事項となっております。

　また、掲示番号を必ず右肩に記載してください。（見積公告別紙掲示番号参照）

○見積額

　　計算した結果、１円未満の端数は切り捨ててください。（消費税額も含む。）

　　見積額は消費税込(税率10%)の金額をご記入ください。（うち消費税の金額は必ず明記してください。）

○見積書の宛先

   「日本年金機構　理事長代理人 システム運用部長」宛にしてください。(見積公告別紙宛先参照)

○見積書の提出方法
　　ファクシミリによる提出とします。
　　なお、郵送、信書便、電報、電話その他による提出は認めません。

　・見積書をご提出いただく際に、見積書等に必須記載事項と必要記入事項が記入されていることを確

　　認の上、ファクシミリ番号０３－６８９２－０７７１あてに、送信願います。

　　（落札した場合は、後日原本を提出してください。）

※番号誤りが多くなっております。特に「０（ゼロ）」発信のファクシミリ機でお送りいただく場合は、

　０（ゼロ）を押してからファクシミリ番号を押していただくようお願いします。　

　　　　（「０（ゼロ）」を押し忘れますと、別の番号に送信される恐れがあります。）

　　　【必要記入事項】

　 　　 　　 　①    公告日（５月２１日）、案件名

　　　　　　　　　　　　　　※なお、案件名については、別紙「案件名称」を記載してください。

　 　　 　　 　②    法人名又は商号、所在地、電話番号、ファクシミリ番号及び担当者名

　　　　※通常使用されている見積書に記載のない部分は、送信票等に適宜お書き添えください。

○見積書提出前に見積書の見積額の記載内容について、再度ご確認をお願いします。

　・天災地変等やむをえない理由による場合を除き、決定後の辞退は認められません。

　　決定後に辞退した場合、同じ決定日の調達案件について、すべて辞退申出したこととみなします。

　　また、原則として後日、当機構から競争参加資格停止等の処分が行われます。

　・辞退が原因で当機構に損害が発生した場合は、損害賠償を請求することがあります。

○見積書提出期限　令和７年６月３日（火）午前１１時まで（必着）

　※見積書の提出期限時点で未着の場合、その責任は見積者に属するものとし、期限内の提出がなかっ
　　たものとみなします。

○決　定　日　　　令和７年６月５日（木）午後

　　結果は、選定した事業者に対してのみ、原則ファクシミリにて連絡します。

　　また、日本年金機構ホームページ及び本部掲示板にて結果を掲示しますのでご確認ください。

見積書提出に関する連絡先：日本年金機構本部調達管理部契約グループ　榎本・田村

電　話：03-6892-0722

　　　　　　　　　　　仕様書の内容に関する連絡先：仕様書に記載の所管部署




























































































